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機関室における火災予防 
  
概要 
毎年、船舶火災が多くの人命を奪い、船自体にも深刻

な損傷を与えています。ほとんどの船舶火災の出火元

は機関室であり、可燃性油の給油系統の不具合によっ

て油が高温部に触れ、火災が誘発されているのです。

また、配電盤の短絡や過熱などの電気系統の障害も機

関室の火災原因として多く見られます。 
 
機関室において高温部を特定し保護することは機関室

の火災を予防するために非常に効果的な方法であると

考えられており、実際に船上で簡単に実施できる方法

でもあります。このため、本サーキュラーは、機関室

内で高温部を露出することの潜在的な危険性について、

認識を高めていただくことを目的としています1。現

行の規制上の要件では、航行中、機関室の各系統を常に安全な状態に保ち、関連する規制

上の要件を遵守することは会社の責任であることが強調されています。  
 
規則 
国際海事機関（IMO）の海上における人命の安全のための国際条約（SOLAS 条約）では、

船舶火災予防の要となる規制の骨格が示され、その第 II-2 章第 4 規則には機関室における

油漏出による出火の可能性を軽減する方法が記載されています。SOLAS 条約では、燃料

油や潤滑油、その他の可燃性油の給油系統から漏出した場合に、想定しうる出火源を認識

し除去するか、適切に断熱しておけば、火災の発生を防げる可能性が非常に高くなると考

えられています。そのため、2003 年 7 月以降、全船舶を対象として、次に示す主要な安

全対策が SOLAS 要件として義務化されました。 
 

• 高圧燃料油輸送管をカバーで（二重に）覆う 
• 油管が破損した場合に可燃性油が触れる可能性のあるすべての高温部（220℃以

上）を断熱する 
• 出火源になりうる物のすぐ上や近くにある可燃性油管（燃料、潤滑油および油圧

オイル）にスプレーシールドを施す2 
 
規則に対する遵守状況は、通常、船級協会、旗国主管庁や港湾当局によってチェックされ

ています。火災予防全般については、当然、船上検査の主要項目の一つとなっています。

しかし、時間的な制約から、機械・系統の完全性または機能状態の認証の場合、機関室内

の高リスクであることが分かっている場所や危険な場所に限定して検査が行われる場合が

ほとんどです。船級協会や港湾当局の検査員は、通常、船が港に停泊中（つまり、エンジ

ンが全負荷運転されていないとき）に乗船し、検査を行います。このような状況では、高

機能の温度測定器具（例えばサーモスキャンカメラ）を使ったとしても、機関室の高温部

を必ず検知できるわけではありません3。 
 
 
 

 
1 Gard News179 号｢P&I事故－貨物を満載したタンカー上での機関室火災（P&I Incident – Fire in engine room 
on board a fully loaded tanker）｣、Gard News175 号「モブレースィッチの故障による機関室火災（Fire in 
engine room due to malfunction of moray switch）」、Gard News170 号「船体および機関の事故－機関室火災

（Hull and machinery incident – Fire in engine room）」も参照してください。 
 
2 可能性のある出火源: 「出火を引き起こす十分なエネルギーのあるところ。高温部、フランジやジョイン

トの不備による火花や火炎、静電気や電気接触器の不良により起こる放電などを指す。このような出火源は、

例えば内燃機関の排気管、ボイラー炉のジョイントからの漏出、オイル処理室内の電気設備などである。」

（MSC.1/Circ.1321から引用） 
 
3 Gard の認識する限り、船舶の管理に関するいずれの規則も、機関室の高温部を検出するための赤外線サー

モスキャンカメラの使用を義務付けていない。しかし、このような方法は、例えば船級協会による船級符号

の選択肢などとして推奨されている。Gard News170 号「機関室におけるサーモグラフィー検査

(Thermographical examinations of engine rooms)」を参照してください。 

http://www.gard.no/ikbViewer/go/target/51670/?p_issue_no=179
http://www.gard.no/ikbViewer/go/target/51670/?p_issue_no=179
http://www.gard.no/ikbViewer/go/target/51944/?p_issue_no=175
http://www.gard.no/ikbViewer/go/target/51944/?p_issue_no=175
http://www.gard.no/ikbViewer/go/target/53336/?p_issue_no=170
http://www.imo.org/blast/blastDataHelper.asp?data_id=25964&filename=1321.pdf
http://www.gard.no/ikbViewer/go/target/53333/?p_issue_no=170
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Gardの経験 
多くの会社は機関室の安全性の確保に多くの時間を費やし、一部には、温度測定器具を購

入して高温露出部の特定に努めているところもあります。その一方で、Gardの印象とし

ては、2003 年 7 月に実施された SOLAS 規制は期待されたほど効果は現れておらず、要求

された予防措置に対する関心も、当初よりも薄れてきているようです。 
 
Gardの経験では、リスクは、保守作業の実施中やその直後に最も高くなります。なぜなら、

修理や保守作業の実施に伴うリスクを評価することは難しく、単純作業であると過小評価

されてしまうことがあるからです。そうすると、修理作業中や作業後に、特に追加の安全

予防措置が施されなくなります。高熱作業を無許可で実施したり、火災監視者を置かない

などは、この典型例です。保守作業後は、船舶の航行準備を限られた時間内で実施しなく

てはならないため、断熱マットやスプレーシールドが外れていても、放置されてしまうよ

うな状況が生まれやすくなっているのです。 
 
勧告 
機関室の火災に対する安全性は、優れた設計と、会社と船員が船舶火災の予防措置を重視

して継続的に取り組むことで確保されるものです。したがって、会社側としては、火災安

全要件に対する遵守状況の監視の役割を当局や船級協会が担っているとしても、船舶が関

連の規則（ISM コード第 10 章）の条項を確実に遵守し続けるようにし、また要求される

基準（ISM コード第 3 章および第 6 章）に従って職務が遂行できように、船員に適正な訓

練機会を与え、十分なリソースやツールを配備するための手順を確立する責任は会社側に

あるということを、肝に銘じておくべきです。   
Gard は、組合員とクライアント各位に対して、火災予防に関する以下の具体的な手段へ

の注意を喚起いたします。  
 

• 機関室を清浄な状態に保つことは火災予防の必須条件です。燃料、油圧オイル、

その他の可燃性油の給油系統の漏出には迅速に対処しなくてはなりません。高

圧・低圧の可燃性油管のスプレーシールドの位置や状態は、定期的に点検すべき

です。また、カバーで覆われた燃料油管の排水系統も同様に点検すべきです。 
 

• 高温部の断熱材は時間の経過に伴って劣化するため、目視と温度測定器具の両方

で定期点検を行うべきです。エンジン部品、排気管、電気設備の 220℃を超える

部位の特定には、赤外線サーモスキャンカメラを使用して測定するのが非常に有

効です。標準の保守作業や検査手順の一環として、専門業者や訓練を受けた船員

による定期（例えば 1 年に 1回）測定の実施が推奨されます。 
 

• 修理や保守作業の実施中は、火災リスクに特に注意を払わなければなりません。

作業実施前にリスクを明確にし、追加の安全予防措置を実施すべきです。また、

保守作業が完了後すぐに、スプレーシールドと断熱材が外れないように適切に調

整することを忘れないように注意すべきです。 
 
• SOLAS 条約の下で受け入れ可能な基準を明確にするため、IMO MSC.1/Circ.1321

「機関室および貨物ポンプ室における火災予防措置のガイドライン（IMO 
MSC.1/Circ.1321 “Guidelines for measures to prevent fires in engine-rooms and cargo 
pump-rooms”）」の勧告を参照すべきです。電気系統の保守に関する基準も明確

にすべきです。  
 

深刻な火災は、火災の原因となりうる出火元を認識していなかったことから発生していま

す。火災予防に特に効果があるのは、船員を十分に訓練することです。機関室内の火災の

原因となる要因と、火災によってもたらされる被害の大きさについて、船員間で理解が共

有できるように、船員に対する訓練を実施し、経験知が船員同士で交換されるような状況

を整えるべきです。 

http://www.gard.no/

